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高
速
自
動
車
国
道
法
及
び
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

口

俊
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高
速
自
動
車
国
道
法
及
び
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
高
速
自
動
車
国
道
法
及
び
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
法
律
案
を
第
百
七
十
四
回
通
常
国
会
に
提
出
し
、
継
続
審
議
と
な
っ
て
い
る
。
第
百
七
十
六
回
臨
時
国
会
で
も
審
議
を
す

る
予
定
で
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
が
、
平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日
の
日
本
経
済
新
聞
朝
刊
の
二
面
に
よ
る
と
、
衆
議
院
国

土
交
通
委
員
会
で
他
の
法
案
審
議
を
優
先
す
る
た
め
成
立
を
断
念
す
る
方
針
を
固
め
た
旨
の
報
道
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
民

主
党
が
国
民
に
約
束
し
た
高
速
道
路
四
車
線
化
の
推
進
や
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
高
速
道
路
原
則
無
料
化
に
も
関
わ
る
重
要
な
事

項
だ
と
考
え
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

こ
の
度
の
報
道
の
真
偽
は
如
何
。
政
府
の
方
針
を
明
確
に
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
こ
の
法
案
が
廃
案
に
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
政
府
が
四
国
に
約
束
を
し
て
い
た
高
松
道
の
四
車
線
化
の
実
現
に
つ
い
て
の
見
通
し
は
ど
う
な
る
の
か
お
教

え
い
た
だ
き
た
い
。

二

仮
に
、
こ
の
法
案
が
廃
案
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
国
民
に
約
束
し
た
高
速
道
路
の
四
車
線
化
は
、
別
途
財
源
を
設
け
て
早

一



期
に
整
備
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
考
え
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
そ
の
際
の
、
事
業
に
か
か
る
財

政
フ
レ
ー
ム
、
特
に
国
と
地
方
の
負
担
の
割
合
や
地
方
負
担
額
に
対
す
る
財
政
措
置
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
政
府
の
考
え
を

お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
。

三

前
原
前
国
土
交
通
大
臣
は
、
先
の
参
議
院
選
挙
徳
島
選
挙
区
候
補
者
の
応
援
演
説
に
て
、
今
回
の
法
案
に
伴
う
高
速
道
路

の
料
金
見
直
し
に
つ
い
て
、
法
案
の
見
直
し
を
行
う
旨
の
発
言
を
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
度
の
法
案
成
立
断
念
は
、
前
原
大

臣
の
発
言
を
踏
ま
え
た
見
直
し
の
中
で
、
四
国
を
区
別
す
る
不
適
切
な
内
容
の
法
案
だ
と
認
識
し
た
の
で
廃
案
と
す
る
こ
と

と
し
た
の
か
ど
う
か
、
政
府
の
認
識
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
。

四

こ
の
後
、
こ
の
法
案
が
廃
案
と
な
っ
た
と
し
て
、
今
の
割
引
制
度
は
い
つ
ま
で
継
続
さ
れ
る
の
か
、
政
府
の
考
え
を
お
聞

か
せ
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
現
行
の
割
引
制
度
が
終
了
し
た
と
仮
定
し
た
場
合
、
本
州
四
国
連
絡
道
路
の
通
行
料
金
は
い

く
ら
に
な
る
の
か
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
そ
の
料
金
が
全
国
的
に
適
正
な
金
額
か
も
併
せ
て
お
聞
か
せ
い
た
だ
き

た
い
。

五

政
府
は
、
高
速
道
路
の
原
則
無
料
化
に
つ
い
て
、
現
在
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
な
の
か
、
前
国
会
で
主
張
さ
れ
た
全
国
統

一
料
金
と
の
整
合
性
に
触
れ
つ
つ
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
際
、
四
国
島
内
及
び
本
州
四
国
連
絡
道
路
だ
け
先
行
的
に

二



無
料
化
を
社
会
実
験
と
し
て
行
う
用
意
は
あ
る
か
も
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


